
� コレラの流行
～西洋文明への反発と受容～

１　海外から流入したコレラ

　コレラはコレラ菌で起こる伝染
病で、もともとインドの風土病
だったが、19世紀に世界各地に感
染が広がった。日本で初めて流行
したのは江戸時代後期の1822（文

ぶん

政
せい

５）年、ついで幕末の1858（安
あん

政
せい

５）年だった。安政の五カ国条
約が調印されたこの年のコレラの
流行は、多くの人々を不安と混

乱におとしいれた。海外からもたらされた病であることから、当時の攘
じょう

夷
い

思想に拍車をかけた
といえよう。また、コレラは感染すると、激しい嘔

おう

吐
と

、下
げ

痢
り

が突然始まり、全身痙
けい

攣
れん

をきたし、
瞬
またた

く間に死に至るため、幕末から明治にかけて「三日コロリ」「虎
こ

列
れ

刺
ら

」「虎
こ

狼
ろ

痢
り

」「暴
ぼう

瀉
しや

病
びよう

」と
よばれ、非常に恐れられた（コッホがコレラ菌を発見したのは1883（明治16）年だった）。

２　明治初期の流行

　明治10年代にも大流行が起きている〈グラフ１〉。1877（明治
10）年は西南戦争が勃

ぼっ

発
ぱつ

、戦線でコレラが発生し、帰還兵によっ
て全国に感染が広がった。以後、1879、82、86年も多くの犠牲者
が出た。1879年～ 86年の県内患者数に対する死亡者数の割合は
61.8％で、他の病気と比較しても極めて高い。　
　このような事態に対し、明治政府は衛生、防

ぼう

疫
えき

体制の整備を急
ぎ、1879年に「虎列刺病予防仮規則（太政官布告第23号）」、80年
には「伝染病予防規則（太政官布告第34号）」を公布していった。
この方針を受けて〈史料１〉のような布

ふ

達
たつ

が県から出されている。
一方で幕末から明治初期の人々はコレラ退散を願って神仏に頼り、
各地で「疫

えき

神
じん

祭
まつり

」、「コレラ祭」を開いた。また明治に入ってか
らは対策にあたる行政や警察の措置への不信から様々な流言が広
がり、各地で「コレラ一揆」「コレラ騒動」といわれる、人々と
防疫や避

ひ

病
びょう

院
いん

建設にあたる行政当局、警察との衝突が発生した。

３　患者移送をめぐるトラブル

　県内では一揆というほどの事例はない。ただし、1882（明治15）年は全国と比べて県内ではか
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なりの流行がみられ、住民のパニック、一揆発生寸前の状況がみられた。〈史料２〉は吉
よし

原
わら

（富
士市）で発生したコレラ患者移送をめぐるトラブルの経過を記した７月31日の日記の一部である。
日記の筆者は当時吉原宿組戸

こ

長
ちょう

だった鈴
すず

木
き

又
また

三
さぶ

郎
ろう

である。コレラ患者を避病院に移送する際の
ルート変更、警察の措置や住民の反発が克明に描かれている。ルート変更は付き添い巡査の手違
いだったようだが、以下のような興味深い状況が読み取れる。
①戸長（鈴木又三郎）及び戸長役場吏員（斎藤筆

ひっ

生
せい

）と警部補（北村某あるいは北原某）とのト
ラブルで戸長が警察に出頭したが、警察署長が警察側の手違いと謝罪した。
②移送ルート変更で患者が通行した西本町の住民の抗議行動を戸長役場側が取りなした。
③東本町、裏町、本町の住民が警察の措置を不当とし、警察署に押しかけようとしたり、県令や
裁判所へ訴えようとするのを郡役所吏

り

員
いん

や戸長、戸長役場吏員が取りなした。
��〈史料２〉は戸長の立場から一連の騒動を記したものだが、①にあるように戸長役場と警察が
トラブルになったものの、警察が非を認めた後は戸長役場は郡役所の力を借りながら②③のよう
に事態の収拾に腐

ふ

心
しん

している。③からは、住民の警察に対する不信感がうかがえる。衛生面だけ
でなく当時の警察が日常的に強権的だったことが背景としてあったのかもしれない。
　明治政府は地租改正、徴兵令などの文明開化、近代化政策をあらゆる分野で推進したが、衛生
面でも同様であった。コレラ対策は日本の衛生行政の原点といわれるが、当然当時の人々には戸
惑い、混乱が生じていたのである。しかし、海外から入り込んだコレラも、〈グラフ１〉のよう
に明治中期以降、猛威をふるうことはなくなり、西洋から導入された近代的衛生行政も次第に
人々に受容されていった。
〈参考文献〉
『静岡県史』別編２　自然災害誌　第３章第８節
杉山弘「コレラ騒動論―その構図と論理―」（『日本の時代史第22巻�自由民権と近代社会』吉川弘文館）
鹿野政直責任編集『コレラ騒動　週刊朝日百科�日本の歴史97』（朝日新聞社）
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